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2006 年明けましておめでとうございます。ご家族皆様お揃いで新年を迎えられたこととお慶び

申し上げます。さて、昨年１０月に成立しました「障害者自立支援法」が 4 月１日より施行されます。 

これは国の社会福祉費用の財政不足と増加抑制を、個人の所得に合わせて応分の負担と実費請求を強

いるものです。個人も、受け入れ施設の経営にも関わる重大事項が待ち受けています。 
夫々の負担金額は国の具体的な指針が示されてから試算が始まります。施設の保護者会も積極的に

勉強会を行い、お互いの理解を得る必要があります。手をつなぐ親の会としての支援は惜しみません。是非、一緒

になって「子供を幸せにしよう」を合言葉に活動して参りたいと思います。 
この様な変革の時、親の会は３つの施策を実行します。 

［１］親の結束強化・・子供の将来を見据えた活動が必要です。親の会の原点の「たんぽぽ作業所の保護者」の 
積極的な加入と結束を期待しています。 

［２］親の高齢化対策・・将来の後見人（兄弟他）迄、理解が出来る情報提供に、インタ 
ー ネットのホームページを検討します。 

［３］他の障害者団体との協調・連携・交流・・新鮮な考え方などで親の会の活性化に 
努めます。 

年頭にあたり今年の抱負を述べ、ご挨拶とします。ご支援を宜しくお願いします。 

障害者の関連内容の連絡 
【１】自動車税・自動車取得税にかかる身体 

  障害者等減免制度の見直しについて 
 ※平成 18 年４月１日から、掲題の内容が変ります 
     添付資料をご覧下さい。（高級車の減免に制限） 

【２】やまびこ互助会のご案内 
 
※平成 10 月１日より補償がＵＰしました 
添付資料をご覧下さい。 
（第三者損害賠償金増加ほか） 
 

会員募集について 
11 月 25 日、「たんぽぽ作業所保護者会」に「手をつな

ぐ親の会」の紹介（欠席者に資料配布）をしました。今

回は通信＃４を配り、活動の一端の確認を頂き、加入申

込書を配布する事にしました。 
 加入申込書はお子様を通して、たんぽぽ作業所の事務

所にお届けするか、事務局に送付下さい。 
 
年末カンパ受領 
 東芝深谷 OB 会様より 8,600 円頂きました。 

ありがとう御座いました！ 

配布物 
1.深谷市手をつなぐ親の会通信＃4 
2.自動車税関連見直し資料 
3.機関紙「やまびこ」NO.16４ 
４.やまびこ互助会のご案内(ﾊﾟﾝﾌ) 
5.親の会「加入申込書」（未加入者のみ） 
 
※親の会通信は２ヶ月前後に発行します。 

情報がありましたら梶山まで連絡下さい。 

 
 

【３】障害のある方々の歯科治療 
※埼玉県歯科医師会からのご案内です。 
埼玉県障害者歯科相談医制度で県内５ブロック

に分かれて、専門歯科診療所（県立障害者福祉

施設内）があります。かかりつけの歯科医師の

紹介状があれば、診療予約をして治療が出来ま

す。県北ブロックは「皆光園」内で出来ます。 
申込・問合せ 深谷市人見 1998 皆光園 
   TEL ０４８－５７３－２０２１ 
※パンフレットの必要な方は事務局へ申込み 


